
【資料９】 

尼崎市無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準を定める条例について 

１ 経緯 

「生活困窮者等の自立を促進するための生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法

律」の公布（平成 30 年 6月 8 日法律第 44 号）により社会福祉法が改正され、第 2種社

会福祉事業のうち、住居の用に供するための施設を設置して実施する無料低額宿泊所に

対して、令和２年４月１日を施行日として事前届出制の導入や最低基準の創設等による

規制強化が図られました。 

令和元年８月１９日に「無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準」についての省

令が公布され、本市においても令和元年 12月議会において、省令を基に条例を制定し

ました。 

２ 条例名称 

  尼崎市社会福祉法に基づく軽費老人ホーム等の設備及び運営の基準を定める条例 

※既存の「尼崎市社会福祉法に基づく軽費老人ホーム及び婦人保護施設の設備及び運

営の基準を定める条例」を改正し、無料低額宿泊所の設備及び運営の基準に関して規定

の追加を行いました。 

３ 条例制定の考え方

下記の本市独自基準を除き、国の基準省令に規定された基準のとおりとしました。 

⑴ 人格尊重に係る規定を義務規定とする。 

 ⑵ 暴力団排除の規定について、無料低額宿泊所の設置者及びその長は暴力団員等であ

ってはならないものとし、あわせて、その運営について、暴力団等の支配を受けてはな

らないものとする。 

 ⑶ 無料低額宿泊所の運営内容について、自ら評価を行い、常に改善を図ることを義務付

けるとともに、その評価結果を公表するよう努めなければならないこととする。 

 ⑷ 無料低額宿泊所の職員の研修について、その機会の確保に加え、研修実施計画の策定

や研修記録の整備等、計画的な人材育成に努めなければならないものとする。 

 ⑸ 事故発生の防止及び対応に関する規定について、事故発生時の対応に加え、事故発生

やその再発を防止するための指針の整備等の措置を義務付ける。 

４ 根拠となる法令 

・ 社会福祉法（昭和 26 年法律第 45 号） 

・ 無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準（令和元年厚生労働省令第 34号） 

５ 条例施行予定日 

令和 2年 4月 1日 

以 上



（参考） 

尼崎市社会福祉法に基づく軽費老人ホーム等の設備及び運営の基準を定める条例 

（この条例の趣旨） 

第１条 この条例は、社会福祉法（昭和２６年法律第４５号。以下「法」という。）

第６５条第１項の規定に基づき社会福祉施設（軽費老人ホーム（老人福祉法（昭

和３８年法律第１３３号）第２０条の６に規定する軽費老人ホームをいう。以下

同じ。）及び婦人保護施設（売春防止法（昭和３１年法律第１１８号）第３６条

に規定する婦人保護施設をいう。以下同じ。）に限る。）の設備及び運営の基準を、

法第６８条の５第１項の規定に基づき社会福祉住居施設（無料低額宿泊所（無料

低額宿泊所の設備及び運営に関する基準（令和元年厚生労働省令第３４号）第１

条に規定する無料低額宿泊所をいう。以下同じ。）に限る。）の設備及び運営の基

準を定めるものとする。 

（軽費老人ホームの設備及び運営の基準） 

第２条 

（略） 

2 軽費老人ホームの設置者は、入所者の意思及び人格を尊重し、常に入所者の

立場に立ってサービスの提供を行わなければならない。 

3 軽費老人ホームの設置者及びその長は、暴力団員による不当な行為の防止等

に関する法律(平成 3年法律第 77 号。以下「暴力団対策法」という。)第 2条

第 6 号に規定する暴力団員及び尼崎市暴力団排除条例(平成 25 年尼崎市条例

第 13号)第 2 条第 4号に規定する暴力団密接関係者(以下「暴力団員等」とい

う。)であってはならない。 

4 軽費老人ホームは、その運営について、暴力団対策法第 2条第 2号に規定す

る暴力団及び暴力団員等の支配を受けてはならない。 

5 軽費老人ホームの設置者は、その運営の内容について、自ら評価を行い、常

に改善を図らなければならない。 

6 軽費老人ホームの設置者は、前項の規定による評価の結果を公表するよう努

めなければならない。 

7 軽費老人ホームの設置者は、省令第 24 条第 3 項(省令第 39 条並びに附則第

10 条及び第 17条において準用する場合を含む。)に規定する研修(以下この項

において「研修」という。)の実施計画を当該軽費老人ホームの職員の職務内

容、経験等に応じて策定し、実施した研修の記録を保管するとともに、必要に

応じて研修の内容の見直しを行うことにより、当該職員の計画的な育成に努

めるものとする。 

（略） 



（婦人保護施設の設備及び運営の基準） 

第３条 

（略） 

5 婦人保護施設の設置者は、事故が発生した場合に的確に対応し、又は事故の

発生若しくはその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じなけれ

ばならない。 

(1) 事故が発生した場合の対応、事故の発生又はその再発の防止等に関する指

針を定めること。 

(2) 事故が発生した場合又はその危険性がある事態が生じた場合において、こ

れらの事実が当該婦人保護施設の施設長に報告され、及びその原因の分析の

結果に基づき策定した改善策が当該婦人保護施設の職員に周知される体制を

整備すること。 

(3) 定期的に、事故の発生又はその再発の防止について、その協議を行うため

の会議を開き、及び当該婦人保護施設の職員に対して研修を行うこと 

（略） 

（無料低額宿泊所の設備及び運営の基準） 

第４条 法第６８条の５第１項の条例で定める無料低額宿泊所の設備及び運営の

基準は、次項に規定するもののほか、無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基

準に定める基準（同令第３条第２項、第１１条及び第３２条に規定する基準を除

く。以下「設備運営基準」という。）（設備運営基準の特例として定められている

基準がある場合には、その基準を含む。）のとおりとする。 

２ 第２条第２項から第７項まで及び前条第５項の規定は、無料低額宿泊所につ

いて準用する。この場合において、第２条第２項中「入所者」とあるのは「入居

者」と、同条第７項中「省令第２４条第３項（省令第３９条並びに附則第１０条

及び第１７条において準用する場合を含む。）」とあるのは「無料低額宿泊所の設

備及び運営に関する基準（令和元年厚生労働省令第３４号）第２３条第２項」と

読み替えるものとする。 


